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発言事項 発言の要旨
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部活動改革の現状について

少人数学級の実施について

部活動指導員の増員について

今後の見通しについて





資料（提出様式） 

質問者（議員名） 伊藤 圓子 議員 

発言事項 ５ ＧＩＧＡスクール構想について 

発言の要旨   進捗状況と課題について 

質問内容 当市における進捗状況と課題について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇令和２年11月末、市立全小・中学校の１人１台端末環境の整備が完了し、各学

校の実態に応じて活用を進め、授業における活用だけでなく、家庭学習や臨時

休業等の非常時においても端末を有効に活用することで、継続した学習機会を

確保することも目指している。 

○整備とともに、教員の研修も進めており、現在66校中61校において、研修を進

めているが、少しずつ課題も見えてきた。 

○１目は「教員研修の更なる充実」、２点目は「機器のトラブル等に対応する支

援体制」、３点目は「小学校へのデジタルドリル教材の導入」である。 

〇「教員研修」については、目的に応じた研修ができるよう、新たな研修体系を

構築し、総合教育センターでの研修に加え、学校を訪問しての校内研修支援、

自分の好きな時間に受講できるオンデマンド型研修の準備も進めている。ま

た、ネットワークの長時間利用や不適切な使用に対して、適切な指導ができる

よう「情報モラル」に関する研修内容の充実も図る。 

○「機器のトラブル等」については、担当指導主事２名、ＧＩＧＡスクールサポ

ーター２名で対応をしているが、今後、機器トラブルの増加が予想されるため、

支援体制の強化についても検討していく。 

〇「小学校へのデジタルドリル教材の導入」については、現在、中学校にのみ導

入しており、小・中学校で継続した学びができるよう、小学校へのデジタルド

リル教材の早期導入に向けて準備を進めていく。 

○当市が進める ＧＩＧＡスクール構想の目指すところは、１人１台端末を自分

の思いや願いを表現する道具、すなわち文房具として活用するとともに、一人

一人の習熟度に応じた個別最適化された学びや、考えを共有したり情報を共同

編集したりする活動を取り入れた授業づくりをすることである。 

○活用が進むにつれて明らかになる課題を一つ一つ解決しながら、各学校への支

援を充実させ、教員のＩＣＴ活用指導力の向上と、児童生徒の情報活用能力の

育成を図っていく。 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 伊藤 圓子 議員 

発言事項 ５ ＧＩＧＡスクール構想について 

発言の要旨   健康管理について 

質問内容 健康管理について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇１人１台端末を活用した学習を進めていく上で、健康被害を不安視する声があ

ることにも配慮し取組を進めている。 

〇目の疲労や睡眠障害など、指摘されている不安のほとんどは長時間の利用が原

因と考えている。 

〇当市においては、これまでも、子どもたちの学びを深める手立てとして、低学

年からコンピュータ等を活用した学習を進めてきているが、１時間の授業の中

で、長時間にわたり画面に集中し続けることがないよう配慮している。 

〇当市で作成した「学習用コンピュータ利用の手引き」でも、「正しい姿勢で、

画面に近づきすぎないように気をつけること」「30分に一度は遠くの景色を見

るなど、ときどき目を休ませること」など、長時間の利用と児童生徒の健康に

関して注意する点を取り上げており、各学校で指導を継続している。  

〇市教委としては、今後も児童生徒の健康を第一に考え、授業におけるコンピュ

ータ等の利用が長時間にならないよう各学校へ呼びかけるとともに、必要に応

じて「学習用コンピュータ利用の手引き」に掲載する内容を見直していく。 

〇また、持ち帰りによる利用については、参観日や学校便り等を通じて家庭との

連携も図りながら協力して進めていく。 

 

 

 

 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 伊藤 圓子 議員 

発言事項 ５ ＧＩＧＡスクール構想について 

発言の要旨   デジタル教科書とその導入について 

質問内容 デジタル教科書とその導入について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇文部科学省では、デジタル教科書を「紙の教科書と同一の内容がデジタル化さ

れた教材」と定義している。 

〇デジタル教科書の機能を使って、紙面を拡大したり、音声で読み上げたりする

ことは、特別な配慮を必要とする児童生徒だけでなく、全ての児童生徒に対し

て効果的な支援の一つになると考えている。 

〇デジタル教科書の活用により、紙の教科書では成し得なかったことが可能とな

るが、紙の教科書を利用した方が、理解度が高まる場合もあり、当面は紙の教

科書とデジタル教科書の併用による研究を進めていきたいと考えている。 

〇そこで、来年度は、文部科学省の「学習者用デジタル教科書普及促進事業」を

活用し、「まずはデジタル教科書を使ってみる」というところから始め、デジ

タル教科書と紙の教科書のそれぞれの特性や強みを生かした学習方法と効果

的な活用について研究していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 夏坂 修 議員 

発言事項 ５ 教育行政について 

発言の要旨 
  給食センターについて 

ア 旧西地区給食センターの利活用について 

質問内容 旧西地区給食センターの利活用方法について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○旧西地区給食センターについては、昭和44年の開所から約48年間にわたり市立

小中学校へ学校給食を提供してきたが、施設の老朽化により、北インター工業

団地内に新センターを整備したことに伴い、平成28年度末をもって閉所してい

る。 

○当施設については、閉所後に教育委員会内及び市長部局に向けて新たな利活用

の要望にかかる照会を行ってきたが、現在まで要望はない状況である。 

○当施設は築50年を経過しており、今後の耐震化工事費用等を考慮した場合、多

額の費用がかかることから、現行の施設の利活用の要望がないものと捉えてい

る。 

○建物や汚水処理施設等を解体し、更地とした上での民間事業者への売却につい

ても検討したが、施設等の解体撤去費用が多額に上ることから困難であり、現

在は施設の最低限の維持管理のみを行なっている状況である。 

○今後は、施設の概要等をホームページ等に掲載し、広く民間事業者等に周知し

た上で、取得・活用方法等のご提案をいただきながら、新たな利活用方法を検

討していく。 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 夏坂 修 議員 

発言事項 ５ 教育行政について 

発言の要旨 
  給食センターについて 

イ （仮称）新東地区給食センター整備の進捗状況について 

質問内容 （仮称）新東地区給食センター整備の進捗状況について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○現在、当市の学校給食は、北地区、東地区、西地区の３つの給食センターで運

営しており、このうち、北センターは築40年、東センターは築30年を経過して

おり、経年による老朽化が著しく、応急的な修繕をほどこしながら、給食の提

供を続けている状況である。 

○北センター及び東センターの現状を踏まえ、両センターの統合建替えを視野に

今後の給食センターの整備方針等を明確にするため、令和元年５月に学校給食

基本計画を更新し、最短で令和５年度の新給食センターの供用開始を目標とした。 

○現在の計画の進捗状況は、昨年度末までに都市計画上の施設建設条件や上下水

道等インフラの整備状況、各学校への給食配送条件等を考慮しながら、建設候

補地のリストアップを行ったところであり、今年度は、地質調査等のデータを

加え、候補地の優先順位を決定するための庁内検討会議を組織し、検討を進め

る予定としていた。 

◯しかしながら、建設候補地のリストアップに時間を要したことに加え、昨年２

月からの新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の一斉臨時休業措置にか

かる対応等、感染症対策により新たに発生した業務に集中するため、候補地の

検討作業を一時中止せざるを得なかったことから、当初計画の目標スケジュー

ルに遅れが生じている状況である。 

○新型コロナウイルス感染症の終息を見通すことが難しい状況ではあるが、来年

度以降は、感染症対策にかかる業務の状況を踏まえながら、建設候補地の検討

作業を再開し、新給食センターの整備に向けた準備を進めていく。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 夏坂 修 議員 

発言事項 ５ 教育行政について 

発言の要旨   学校におけるＨＳＣへの対応について 

質問内容 学校におけるＨＳＣへの対応について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○ＨＳＣ(ハイリー・センシティブ・チャイルド)は、感受性豊かで、他人の気

持ちによく気が付く一方、周囲の刺激に敏感で傷つきやすい「人一倍敏感な

子ども」を指す言葉であると言われている。 

○現在のところ、ＨＳＣという言葉は学校現場では広く認知されるまでには至

っていないが、市立小・中学校では「人一倍敏感な子ども」も含めて、教育

上特別な配慮を必要とする児童生徒が、通常の学級にも在籍していると認識

し、特別支援教育の視点を取り入れた授業づくりや教室の環境整備に取り組

んでいる。 

○また、互いの特徴を認め合い、支え合う関係を築くことができるよう、温かい

人間関係づくりにも取り組んでいる。 

○さらに、個別の配慮が必要な児童生徒には、家庭や関係機関等と連携して実

態把握に努め、適切な支援について共通理解を図り対応している。 

○例えば、聴覚刺激に敏感な場合には、耳栓の使用を認めたり、不安が強い場

合には、落ち着くことができる静かな場を確保したりするなど、その時々の

状況に応じた配慮を工夫している。 

○加えて、スクールカウンセラーや関係機関等を活用し、子どもたちの心に寄

り添った教育相談も行っている。 

○市教委としては、今後とも子ども理解を深め、きめ細やかな対応ができるよ

うに、学校訪問や研修講座等を通じて、各学校への支援に努める。 

 

担当課 こども支援センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ３ 教職員の負担軽減について 

発言の要旨   少人数学級の実施について 

質問内容 少人数学級の実施について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○政府は、今年２月、少人数学級によるきめ細かな指導体制を計画的に整備し、

安全安心な教育環境とＩＣＴ等の活用による新たな学びを実現するため、小

学校の１学級あたりの上限人数を 35 人とする法案を閣議決定した。 

○これまで小学校１年生が 35 人学級であったが、令和３年度からは、新たに

２年生が 35 人学級となり、令和７年度までに小学校全ての学年が 35人学級

となる見通しである。 

○議員から御質問のあった「仮に当市の小中学校全てを 35人学級とした場合」

は、令和２年度の児童生徒数をもとに試算したところ、学級数は、小学校で

28 学級増、中学校で 17学級増となり、市全体では 45学級の増加となる。 

○教員数は、小学校で 32 人増、中学校で 27 人増となり、全体では 59 人の教

員が増員となる。 

○県教委でも少人数学級の実施に向け、制度の拡充を進めており、これまで小

学校は１年生から４年生、中学校は１年生を対象に、学年２学級以上の場合、

児童生徒数の上限を 33 人とする「あおもりっ子育みプラン 21」について、

令和３年度は５年生まで、４年度は６年生までを対象とする予定である。  

○少人数学級の実施は、児童生徒一人一人と向き合う時間が確保され、教育活

動の質の向上が図られ、教員の負担軽減にもつながるものと考える。 

○一方、少人数学級の実施に伴い、教室及び教員数の確保が懸念されており、

環境整備が課題として挙げられる。 

○市教委では、少人数学級の実施に向けた国や県の動向を注視するとともに、引

き続き、児童生徒一人一人を大切にしたきめ細かな教育の充実及び学校におけ

る教員の業務改善について取り組んでいく。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ３ 教職員の負担軽減について 

発言の要旨   部活動指導員の増員について 

質問内容 部活動指導員配置の成果と文化部活動に配置する計画がないか伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、今年度からの新規事業として「八戸市中学校部活動指導員設置事

業」を開始し、部活動指導に係る学校への支援を行っているところである。 

○現在、市立中学校４校に各１名の部活動指導員を配置し、生徒の技術向上を図

るとともに、教員の部活動における負担軽減に取り組んでいる。 

○本事業により、部活動指導員が配置された学校においては、担当教員の部活動

に携わる時間が25％程度削減され、学校からは、「教員の教材研究等の時間が

確保され、校務の充実が図られた。」等の報告を受けており、教職員の負担軽

減に向け、一定の成果が得られたものと捉えている。 

○部活動指導員設置事業は国や県の補助を受けて実施していることから、文化部

への指導員の配置についても県の動向を踏まえた対応が必要となる。 

○県教委では、来年度から新たに文化部活動の指導員について、県立学校に３人

配置する方針を示していることから、今後も、県の動向を注視し、当市におけ

る実施を検討していきたいと考えている。 

○市教委としては、生徒にとって望ましい部活動に向けた環境整備を進めるとと

もに、教職員の働き方改革の観点から、教員の部活動における負担軽減につい

て、校長会や関係機関と連携しながら、引き続き取り組んでいく。 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 授業目的公衆送信補償金制度について 

発言の要旨   当市の取組状況について 

質問内容 この制度についての当市の取組状況について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○当市ではＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒用端末と、高速大容量ネッ

トワークを一体的に整備し、令和２年12月から市立全小・中学校で使用できる

ようになっている。 

○本制度については、当市でもＧＩＧＡスクール構想を積極的に推進する上で必

要な制度と捉え、令和３年度からの制度利用について、予算措置を含めた準備

を進めている。 

○市教委では、補償金支払いに関する手続き等の詳細については、国の動向を注

視し、引き続き準備を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育指導課 

  

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 授業目的公衆送信補償金制度について 

発言の要旨   当市の該当学校数、学年と算定対象人数、予算額について 

質問内容 
本制度に関連して、当市の該当学校数、学年・学級数と算定対象人数、補償金

額の予算額について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○令和３年度の該当学校数は市立小学校42校、中学校24校、計66校、学級数は小

学校第１学年から中学校第３学年まで670学級程度となっている。 

○本制度の対象となる児童生徒数は、小学校で11,000人、中学校で5,800人と見

込んでいる。 

○本制度の補償金額は、年間で一人当たり、小学校120円、中学校180円であるこ

とから、計260万1,000円の予算を計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育指導課 

  

 

◎再質問 

 

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 日當 正男 議員 

発言事項 ２ 授業目的公衆送信補償金制度について 

発言の要旨   教職員の対応状況について 

質問内容 この制度に関連して、教職員の対応状況について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、これまで著作権法の遵守について小・中学校に周知してきたとこ

ろであるが、４月からの制度開始に伴い、改めて各種説明会や研修会、学校訪

問の機会を通じて周知を図る。 

○なお、本制度を利用する場合であっても、著作権者の利益を不当に害する行為

は、著作権法違反であることも周知を徹底する。 

○また、ＩＣＴを活用した指導法については、総合教育センターにおいて研修講

座を開設するとともに、各学校に指導主事を派遣して研修会を行っている。 

○市教委としては、今後も著作権の理解も含めたＩＣＴに関する研修を継続して

実施していく。 

 

 

 

担当課 教育指導課 

  

 

◎再質問 

 

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 
ＩＣＴに関する研修及び著作権に関するセミナーの受講者数、著作物利用を巡

る教職員の課題について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○ＩＣＴ活用に関する研修講座を受講した市立小・中学校の教職員の人数は、令

和元年度は延べ508人で全体の40％である。 

○また、令和２年度は、1,122人で全体の98%にあたる。 

○著作権のセミナーを受講した人数は、平成30年度と令和元年度に、それぞれ２

名の教職員が文化庁及び青森県が主催する著作権セミナーに参加したと伺っ

ている。 

○市教委では、平成30年度と令和２年度に指導主事がそれぞれ２名ずつ、計４名

が著作権セミナーを受講し、受講内容を研修講座や学校訪問等の機会に周知し

ている。 

○著作物利用についての課題としては、これまで各種教材を利用する場合には１

件ずつ許諾を得る必要があり、教職員にとっては大きな負担であったことか

ら、結果的に著作物の利用に至らなかった例もあると聞いている。 

○本制度により市教委が補償金を支払い、著作権を一括処理することにより、教

職員の負担が大幅に軽減され、授業でのＩＣＴ活用がより一層進むと考える。 
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資料（提出様式） 

◎再々質問  

再々質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 
教職員のＩＣＴ活用教育及び著作権に関する研修について、八戸圏域連携中枢

都市圏域内で一度に行ったらよろしいのではと考えますが、いかがでしょうか。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○昨年度より、八戸圏域連携中枢都市圏関係市町村長会議において、圏域内で教

職員研修の共同実施を要望する意見が挙がっている。 

○その意見を受け、今年度、各市町村教育委員会事務局が集まり、教職員研修ワ

ーキンググループ会議において研修の共同実施について協議をし、来年度は、

著作権に関する研修ではないが、４つの講座を共同実施する予定となってい

る。 

○市としては、今後も教職員研修ワーキンググループ会議において、教職員研修

の連携の在り方について他町村と協議していく。 

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

児童生徒が著作権をはじめとするネットトラブルに巻き込まれないようにす

ることが大切である。そのためにも、著作権セミナーの受講をより多くの学校の

先生方に受講していただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 田名部 裕美 議員 

発言事項 １ 多様性を尊重する社会について 

発言の要旨   小中学校での性的マイノリティ等の対応について 

質問内容 小中学校における性的マイノリティ等への取組状況について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○学校教育において、性的マイノリティ等とされる児童生徒への支援について、

社会的関心が高まり、正しい知識に基づいた適切な対応が求められている。 

○性的マイノリティ等とされる児童生徒は、様々な場面で悩みを抱えて生活し

ていることが心配される。 

〇各小・中学校では、道徳科において、差別や偏見のない社会の実現に努めるこ

とや広い心で自分と異なる意見や立場を尊重することを扱うなど、多様性を

認め合う態度の育成に取り組んでいる。 

○また、平成 14 年度から市内全中学校で実施している「いのちを育む教育アド

バイザー事業」では、八戸市医師会の協力のもと、中学生を対象とした講演会

において医師の立場から性的マイノリティ等について取り上げていただいて

いる。 

○市教委としては、各学校において、差別や偏見をせず、多様な個性や立場を尊

重する教育を推進するとともに、性的マイノリティ等も含めた児童生徒一人

一人の悩みや不安を受け止め、対処するために、引き続き関係機関と連携した

教育相談体制の充実に取り組んでいく。 

 

 

 

担当課 教育指導課 

  

 

◎再質問 

 

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

八戸市として性的マイノリティ等に関する方向性を男女共同参画基本計画に

基づいて必要であると考えていることが分かった。また、学校教育の現場では、

性的マイノリティ等への対応が進んでいることが分かった。 

大人世代への性的マイノリティ等に関する正しい知識の理解は、市政の責務

であると考える。次の世代へ広めていくためにもダイバーシティ・マネジメント

の視点で取り組んでほしい。 
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資料（提出様式） 

 

質問者（議員名） 吉田 洸龍 議員 

発言事項 ２ 八戸市奨学金の現状について 

発言の要旨 コロナ禍における八戸市奨学金制度の現状について 

質問内容 コロナ禍における八戸市奨学金制度についての現状を伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇八戸市奨学金制度は、八戸市在住又は出身者で将来を嘱望される人材であ

るにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な者に対し、無利子で

学資を貸与又は給付するもので、昭和 30 年から実施している事業である。 

〇現行の募集区分は、奨学金を貸与する一般奨学金、償還免除型の第１種特

別奨学金、奨学金を給付する第２種特別奨学金の３つがある。 

〇一般奨学金の貸与額及び第２種特別奨学金の給付額は、大学、短大、専修

学校及び高等専門学校の４・５年生と専攻科が月額４万円、高校及び高等

専門学校の１年生から３年生が月額２万円となっている。 

〇第１種特別奨学金の対象は大学のみで、月額 10 万円を貸与しますが、在

学期間中に年１回、講話などの奉仕活動を行うことなどを条件に償還を免

除している。 

〇令和２年度の状況は、第１種特別奨学金に３名、第２種特別奨学金に 60

名、一般奨学金に 41 名の延べ 104 名から応募があり、審査の結果、第１

種特別奨学金に２名、第２種特別奨学金に 31 名、一般奨学金に 27 名の合

計 60 名を採用した。 

〇一般奨学金の償還方法は、学校を卒業する日の翌月から１年経過した後に

10 年以内で償還となっており、令和２年度は、延べ 489 名から約 8,662 万

円が償還される見込みで、１月末時点では 68.7％が償還されている。 

〇償還が滞っている者に対しては、市教委から年２回程度の督促通知を送付

している。 

〇なお、個別に細やかな対応が行えるよう、償還金の回収業務及び償還に係

る相談業務を民間事業者に委託しており、令和２年度は、償還予定日が平

成 30 年度以前の償還金のうち、52 件分の約 1,039 万円を委託している。 

〇また、新型コロナウイルスの影響に対する支援策として、令和２年度は、

奨学金の償還が困難となった者に対する令和２年度分の償還猶予を実施

したほか、現在修学している学生等が継続して学業に臨めるよう、専修学

校及び大学等の在学採用の採用人数を拡大した。 

〇令和３年度の支援策にいては、今後の感染状況等を見ながら検討する。 

 

担当課 学校教育課 
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資料（提出様式） 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

他都市では、奨学金を借りた人が地元に戻ってきたら奨学金の返還に対して支

援している自治体がある。八戸市としては、現行の奨学金制度に支援の部分を新

たに加えることは考えていないか。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇八戸市奨学金制度は、人材育成を目的とした事業であり、奨学ゆめ基金のみの

限られた原資の中で実施している。 

〇その中で、今般の新型コロナウイルスの影響に対し、従来の採用人数を拡大す

るなどの支援も行っている。 

〇市教委としては、日々変化する経済情勢においても、現在の採用人数の維持を

最優先としていることから、議員御提案の奨学金返還に対する支援を当奨学金

制度に加えることは難しいと考えている。 

◎再々質問  

再々質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

まちづくりに係る人材育成という観点で、教育分野でも支援していくことが必

要と考える。人への投資について市長の意見を伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇他の市長より、地元に戻ってきた学生に対して奨学金の返還支援を行っている

と聞いている。その事業は市内企業から寄附金を募って実施しており、成功し

ているとのこと。教育委員会としては難しいとのことだったが、他市町村の事

例を参考にしながら可能性として幅広に検討させていただきたい。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 松橋 知 議員 

発言事項 ３ 市立図書館について 

発言の要旨 電子書籍の導入について 

質問内容 

コロナ禍において、市民が図書館に来館することなく図書を借りることができ

る電子書籍は、利便性も高く、感染拡大防止対策としても有効であると思うが、

導入する考えはあるのか。導入の効果と課題も含めて伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇電子書籍は電子データ化された本をパソコンやスマートフォン、タブレット端

末で読むことができるものである。 

〇電子書籍は図書館に来館することなく利用ができることから、新型コロナウイ

ルス感染防止対策として導入する自治体が増加している。 

〇電子書籍は利用者にとっては休館日、開館時間を気にせず利用ができ、紛失や

破損の心配もない。また、文字サイズを変更したり、音声読み上げ機能が利用

できるものもあり、住民サービスの向上が期待される。 

〇図書館にとっては、貸出・返却業務、督促業務、蔵書スペースが不要となると

いうメリットがある。 

〇一方、図書館向けの電子書籍の数が少ないこと、導入経費及び維持経費に相応

の経費がかかるなどの課題がある。 

〇青森県立図書館が今年12月より電子書籍の導入を目指しているとの報道もあ

り、その動向を注視しつつ、情報収集に努め、導入について研究していく。 

担当課 図書館 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 電子書籍の導入に係る経費について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇初年度の経費はシステム導入経費、システム使用料、電子書籍1,000タイトル

購入費用合計で、税込み5,170,000円。次年度以降はシステム使用料と電子書

籍購入費が継続して必要となる。 

〇電子書籍は有効期間、貸出回数に制限があるものもあり、蔵書数の維持には新

しい書籍購入のほか、利用頻度の高い書籍の再購入が必要となる。導入につい

ては、費用対効果も見極め研究していく。 

◎要望   

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
地方創生臨時交付金を活用できる事業だと思う。まずは、小規模でもいいので、

導入に向けて前向きに研究して欲しい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 松橋 知 議員 

発言事項 ４ 地区公民館について 

発言の要旨   地区公民館の位置づけと機能について 

質問内容 
コロナ禍における、地域コミュニティ活動と、地区公民館の位置づけと機能に

ついて伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇地区公民館は、地域の様々な団体が集い、結びつく、地域振興にとって大変

重要な社会教育施設であり、平成 23 年度からは「地区公民館を核とした地

域コミュニティ活動の促進事業」を実施し、地域づくり支援に取り組んでいる。 

〇今年度は、新型コロナウイルス感染症対策から、地区公民館を臨時休館、ま

たは貸館中止とし、年度内の公民館講座も全て中止となったが、その後、段

階的な活動再開を経て、現在は、飲食を伴う活動以外は、制限をしていない。 

〇来年度は、感染防止対策を講じつつ、公民館講座の再開も検討していること

から、地区公民館を活用していただき、地域のコミュニティ活動の拠点とな

るよう、環境の整備や機運の醸成を図りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 松橋 知 議員 

発言事項 ４ 地区公民館について 

発言の要旨   地区公民館の在り方と今後の運営方針について 

質問内容 
地域コミュニティ活動の拠点としての地区公民館の在り方と、コロナ禍におけ

る市長部局と連携した今後の運営方針について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

〇地区公民館は、地域住民のコミュニティ活動の拠点として重要な役割を果す

べき施設である。 

〇これまで、連合町内会等のまちづくり団体に対して、利用料と複写機使用料

の減免と予約の優先的な取扱いなど、活動の支援をしてきた。 

〇市は今年度、コロナ禍での市民活動の促進や地域コミュニティの振興を図る

ため、地域団体へコロナ感染防止物品を配付した。 

〇地区公民館としても、それらの物品を十分に活用できるよう、関係部局と連

携し、公民館が地域コミュニティ活動の拠点となるよう、活動を支援してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 社会教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
 国のガイドラインを守ることも大切だが、地域の実情に合わせ、市ももう一歩

地域に入りこんで、地域と公民館とが一体となって良好な関係を築いてほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 １ 部活動改革について 

発言の要旨   部活動改革の現状について 

質問内容 中学校の部活動改革の現状について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○中学校の部活動については、平成 31年３月に策定した「中学校運動部活動指

針」に基づき、各学校において望ましい運営や指導、教職員の負担軽減を図る

ための複数顧問制等に取り組んでいる。 

○また、市教委では、これまで取り組んできた「外部指導者保険料支援事業」を

拡充するとともに、今年度から新規事業として「八戸市中学校部活動指導員

設置事業」を開始し、部活動指導に係る学校への支援を行っている。 

○今年度は、市立中学校４校に各１名の部活動指導員を配置し、生徒の技術向上

を図るとともに、教員の部活動における負担軽減に取り組んできた。 

○本事業により、部活動指導員が配置された学校においては、担当教員の部活動

に携わる時間が 25％程度削減され、学校からは、「教員の教材研究等の時間が

確保され、校務の充実が図られた。」「生徒への技術指導が充実した。」等の報

告を受けている。 

○また、生徒の部活動の加入等については、中学校長会と協議を重ねてきた。 

○中学校長会では、昨年 12 月に、「部活動は、学習指導要領においても教育的意

義が示されている活動であることから、全生徒に対して参加を奨励する。」「た

だし、学校以外のクラブチームでの活動や習い事等をしている生徒について

は、個々の生徒が多様な活動を継続できるよう配慮する。」等の基本方針を保

護者に通知したとの報告を受けている。 

○現在、これらの市教委の施策や中学校長会の方針について保護者、地域の方々

の御理解を賜り、実践を進めている。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

部活動の参加は、生徒本人の興味・関心により決めるものであるから、学校以

外のクラブチームでの活動や習い事等をしている場合に限定することなく、個別

の対応がなされるようにしていただきたい。 

近隣の学校による合同部活動が柔軟に行えるようにしていただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 １ 部活動改革について 

発言の要旨   今後の見通しについて 

質問内容 今後の見通しについて伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○昨年９月に文部科学省から「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」の通知

があり、令和５年度から休日の部活動の段階的な地域移行を全国的に進めるこ

と等の方針が示された。 

○それに伴い、令和３年度及び４年度には、休日の部活動の段階的な地域移行に

向け、全国各地の拠点校において実践研究を実施し、研究成果を普及させるこ

とが計画されている。 

○部活動の地域移行には、地域人材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保

などの課題があることから、当市においても、国、県の動向を注視し情報収集

に努めながら、実践に向けての研究を進めていく。 

○併せて、今年度から実施している部活動指導員設置事業については、次年度、

部活動指導員の増員を予定しており、事業内容の充実を図るなど、各学校のニ

ーズに対応できるよう検討していく。 

○市教委としては、生徒にとって望ましい部活動に向けた環境整備を進めるとと

もに、教職員の働き方改革の観点から、教員の部活動における負担軽減につい

て、今後も校長会や関係機関と連携しながら取り組んでいく。 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

地域部活動について、受け皿になる団体の洗い出しや育成、人材バンクの整備

などをスポーツ振興課などと連携して進めていただきたい。 

市連合ＰＴＡ等に部活動改革について周知していただきたい。 
 

- 20 -



資料（提出様式） 

質問者（議員名） 久保 しょう 議員 

発言事項 ３ 小中学校の学校司書について 

発言の要旨   学校司書の増員について 

質問内容 学校司書の今後の増員について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○学校司書の派遣は、児童生徒の読書環境の充実を図ることを目的とした学校図

書館支援事業の一環として実施している。 

○今年度は、６名の学校司書を市立小・中学校30校に週１回程度派遣している。 

○学校司書は、保護者や地域の方々による図書ボランティアとも連携を図りなが

ら、蔵書の管理、図書の登録・貸出、学校図書館の環境整備等の業務にあたっ

ている。 

○学校司書を派遣した学校においては、図書の貸出冊数が増加するなど、児童生

徒が学校図書館をよく利用するようになり、学校司書の派遣が児童生徒の読書

意欲向上に大きく寄与していると捉えている。 

○議員御指摘のとおり、児童生徒の読書環境の一層の充実を図り、「本に親しむ

まちづくり」を推進するためには、より多くの学校に学校司書を派遣すること

が望まれるところである。 

○市教委としては、学校司書を派遣した学校において着実に成果をあげることを

第一義と考えている。 

○その上で、学校司書の段階的な増員によって、全小･中学校へ週１回程度派遣

することを目指し、各学校の読書環境の一層の整備・充実に努めていく。 

 

 

 

 

担当課 教育指導課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 久保 しょう 議員 

発言事項 ３ 小中学校の学校司書について 

発言の要旨   学校司書の身分保障について 

質問内容 学校司書の正規雇用について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○当市の学校司書の身分につきましては、地方公務員法第 22 条の２第１項第１

号に掲げるパートタイムの会計年度任用職員である。 

○学校司書の採用につきましては、図書館司書等の資格は求めておらず、学校図

書館又は公立図書館での業務経験があることを条件に公募し、選考・採用して

いる。 

○学校司書には、八戸市職員の給与に関する条例第 23条に基づいて、給料、通

勤手当、期末手当等を支給している。 

○学校司書の研修の機会としては、毎月１回、八戸ブックセンターと連携して研

修会を実施しているほか、市立図書館との情報交換会、県立図書館主催の研修

会にも参加している。 

○学校司書の任用形態や勤務条件等については、業務内容の現状を踏まえると週

１回程度の派遣で、週 20時間以内の勤務時間が適当であり、また、特別な資

格を必要としていないことから、正規雇用ではなく、会計年度任用職員制度が

適切であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育指導課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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